
　

納
税
者
本
人
ま
た
は
生
計
を
ひ
と
つ
に
す
る
方
の
た

め
に
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合
は
、
一
定
額
の
所
得
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

寝
た
き
り
の
方
が
使
用
す
る
お
む
つ
代
は
医
療
費
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
確
定
申
告
の
際
に
「
お
む

つ
代
の
領
収
書
」
と
医
師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
を
受
け
て
い
て
、
お

む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
2
年
目
以
降
で

あ
る
方
は
、「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
に
代
わ
っ
て
市
が

交
付
す
る
「
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
に
係
る
主
治
医

意
見
書
内
容
確
認
書
」
で
、
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
確
認
書
が
必
要
な
方
は
申
請
し
て
事
前
に
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

【
申
請
対
象
者
】

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
、
お
む
つ
代
の

医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
で
あ
る

方（主
治
医
意
見
書
で
身
体
の
状
態
・
お
む
つ
使
用
の
必
要

性
を
確
認
し
ま
す
。）

※ 

お
む
つ
使
用
の
必
要
性
が
確
認
で
き
た
方
に
は
、
確

認
書
を
交
付
し
ま
す
。

※ 

昨
年
以
前
に
確
認
書
を
発
行
し
た
方
で
も
、
本
年
の

申
告
用
に
改
め
て
確
認
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳

し
く
は
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○ 

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

◯ 

障
害
者
控
除

【問い合わせ】
○書類交付に関すること：高齢福祉課（内線171）、笠間支所福祉課（内線72133）
　　　　　　　　　　　　岩間支所福祉課（内線73172）
○税の控除に関すること：税務課（内線113）

◯ 申請について
申 請 場 所 高齢福祉課または各支所福祉課

必要なもの 対象者の印鑑

申 請 期 限 12月28日（金）
※ 期限後も申請を受け付けますが、確定申告に間に合わない恐れがありますのでご注意くだ

さい。

介
護
保
険
要
介
護（
要
支
援
）認
定
を

受
け
て
い
る
方
の
税
控
除
に
つ
い
て

　

世
界
的
講
師
陣
に
よ
る
最
高
レ
ベ
ル
の
レ
ッ
ス
ン
「
第
15
回�

茨
城
国
際
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー�

in�

か
さ
ま
」
を
県
と
共
同
主
催
に
よ
り
開
催
し
ま
す
。
市
内
会
場
で
レ
ッ
ス
ン
や
コ
ン
サ
ー
ト
を
行

う
ほ
か
、
県
民
文
化
セ
ン
タ
ー
で
も
コ
ン
サ
ー

ト
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

レ
ッ
ス
ン
は
、
1
対
1
の
個
人
レ
ッ
ス
ン
で
、

日
本
語
が
で
き
る
方
な
ら
受
講
で
き
ま
す
。
ま

た
、
基
礎
か
ら
学
び
た
い
方
向
け
に
「
ジ
ュ
ニ
ア

コ
ー
ス
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）」
を
開
講
し
ま
す
。

【
会　
　
　
　
場
】茨
城
県
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー

【
応
募
締
め
切
り
】12
月
7
日（
金
）必
着

茨
城
国
際
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
in
か
さ
ま

ジ
ュ
ニ
ア
コ
ー
ス（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）

日
　
　
程

平
成
31
年
3
月
21
日（
木・祝
）～
28
日（
木
）
平
成
31
年
3
月
24
日（
日
）～
27
日（
水
）

応
募
資
格

原
則
9
歳
～
25
歳
の
演
奏
家
を
目
指
す

方

原
則
6
歳
～
15
歳
の
方

募
集
人
数
【
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
】25
名
～
30
名

【
ピ
ア
ノ
】25
名
～
30
名

【
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
】20
名
程
度

受
講
料

1
4
5,
0
0
0
円（
税
込
）

※
交
通
・
宿
泊
・
食
事
な
ど
は
含
み
ま
せ
ん
。
6
7,
0
0
0
円（
税
込
）

※
交
通
・
宿
泊
・
食
事
な
ど
は
含
み
ま
せ
ん
。

レ
ッ
ス
ン
数
45
分
レ
ッ
ス
ン
5
回

45
分
レ
ッ
ス
ン
4
回

※�

希
望
す
る
コ
ー
ス
の
全
日
程
に
参
加
で
き
る
方
が
対
象
で
す
。

※
音
源
に
よ
る
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
選
抜
し
ま
す
。

※
講
師
等
、
詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

主
催
：
茨
城
国
際
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
in
か
さ
ま
実
行
委
員
会
・
笠
間
市
・
茨
城
県

　

納
税
者
本
人
ま
た
は
扶
養
親
族
の
方
が
所
得
税

法
お
よ
び
地
方
税
法
上
の
障
が
い
者
に
該
当
す
る

場
合
は
、
一
定
額
の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

65
歳
以
上
で
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
を
受
け
て

い
る
方
は
、
障
害
者
手
帳
な
ど
が
交
付
さ
れ
て
い

な
く
て
も
障
が
い
者
と
同
程
度
で
あ
る
と
福
祉
事

務
所
長
が
認
定
す
る
場
合
は
、
障
害
者
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
証
」
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
認
定
証
が
必
要
な
方
は
次

へ
申
請
し
て
事
前
に
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

【
申
請
対
象
者
】

 　
歳
以
上
で
、介
護
保
険
の
要
介
護（
要
支
援
）

認
定
を
受
け
て
い
る
方

（
主
治
医
意
見
書
で
心
身
の
状
態
を
確
認
し
ま
す
。）

※ 

認
定
さ
れ
た
方
に
は
認
定
証
を
、該
当
し
な
か
っ

た
方
に
は
非
該
当
通
知
書
を
申
請
日
の
翌
日
以

降
に
交
付
し
ま
す
。

※ 

平
成
22
年
以
降
に
認
定
証
を
交
付
さ
れ
た
方
は
、

本
年
以
降
も
有
効
に
使
用
で
き
ま
す
の
で
申
請

の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
心
身
の
状

態
が
変
わ
っ
た
場
合
は
再
申
請
の
必
要
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
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